
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月に策定した「長野県庁周辺の整備方針」に基づき、今後具体的な検討を進

めるにあたり、周辺地域にお住まいの皆様や県庁周辺に通勤・通学されている皆様と意見

交換を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県（総務部）プレスリリース  令和７年（2025 年） ７月 14 日 

（問合せ先） 

担 当：財産活用課財産企画係 関森、山口 

電 話：026-235-7083（直通） 

026-232-0111（代表） 内線2216 

電子ﾒｰﾙ:zaikatsu@pref.nagano.lg.jp 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：026-235-7474 

 

 

１ 日  程 

  令和７年７月 30日（水） 

午後５時～午後６時 20分まで（５分前までに会場にお越しください。） 

２ 会  場（集合場所） 

  長野県庁 講堂（長野市大字南長野字幅下６９２-２） 

３ 参 加 者 

県庁周辺整備対象地域（長野市第一地区・第四地区）にお住いの方及び 

通勤・通学されている方 

４ 申込方法 

 ○ＷＥＢからのお申し込み 

右の二次元コードまたは https://forms.office.com/r/BPvyx8XKxk 

にアクセスしてお申し込みください。 

○お電話・ＦＡＸでのお申し込み 

 受付時間：午前８時 30分～午後５時 15分（土日祝を除く） 

電話番号：026-235-7083 

  Ｆ Ａ Ｘ：026-235-7474 ※別添申込書による 

５ 申込締め切り 

  令和７年７月 29日（火） 

６ 留意事項 

 ・意見交換会は公開で行います。 

 ・駐車スペースには数に限りがありますので、可能な限り公共交通機関でのご来場に
ご協力ください。 

※長野県庁周辺の整備方針 

 県の総合５か年計画に掲げる「地域活力の維持・発展」の一環として、多様な行政需要に的確 

に対応するため、県庁周辺の老朽化した県有施設や県有地の有効活用を検討するとともに、同計 

画における「安全・安心な社会づくり」を推進する一環として、県民の命と安全・安心な暮らし 

を守るための警察本部庁舎の建設を、一体的に進める方針として策定しました。 

「長野県庁周辺の整備方針」について 
地域にお住まいの皆様等との意見交換会を開催します 

（長野県ＨＰ） 

 

 

(申込先：総務部財産活用課財産企画係) 

https://forms.office.com/r/BPvyx8XKxk


「県庁周辺の整備方針」住民の皆様等との意見交換会 参加申込書 

申込先（ＦＡＸ）：０２６－２３５－７４７４（総務部財産活用課） 

 

 

開催日時：令和７年７月 30日（水）17:00～18:20 （会場：県庁講堂） 

 

１．参加者の氏名 

 

 

２．参加者の年齢 

□ 10代未満  □ 10代  □ 20代  □ 30代 

□ 40代    □ 50代  □ 60代  □ 70代以上 

 

３．参加範囲 

 県庁周辺整備対象地域（長野市第一地区・第四地区）に 

□ お住まいの方 

□ 通勤・通学している方 

 

４．整備方針の中で関心のあるテーマ 

 □ 県政機能（県警本部庁舎、駐車場集約 等） 

 □ みどり・景観（みどり豊かな景観、県庁前広場空間 等） 

 □ 働き方（カフェ、打合せができるスペース 等） 

 □ 環境（ゼロエネルギー化、広場空間の芝生化 等） 

 

５．配慮が必要な事項（該当あれば） 

 □ 車いす利用  □ 手話通訳※  □ 要約筆記※ 

 □ その他（                    ） 

 ※直前のお申し込みの場合、通訳者・筆記者を用意できない場合があります。 


